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『有給育児休業制度』の導入について 

 

 

 当社は、仕事と家庭を両立しやすい職場づくりの推進を目的に、育児休業制度を改定いた

しました。主な内容は下記の通りです。 

 

 有給育児休業制度の導入 

   育児休業のうち５日間を「有給」としました。育児休業の一部が有給化されることで、

特に男性の育児休業取得を積極的に推進し、男女を問わず育児や家事への参加を促進

してまいります。 

 

 短時間勤務制度の期間延長 

   対象期間を「３歳未満」から「小学校就学の始期に達するまで」に延長しました。子

育て支援期間を延長することで、継続就業を支援し、働きやすい環境づくりに努めてま

いります。 

 

 当社は、多様な環境下にある多様な人材が活き活きと働き続けることができる職場風土

づくりに、今後も努めてまいります。 
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